
　 名古屋市東区区政協力委員協議会では、名古屋市東区に所属する町内会・ 自治会員のみなさ んに「 町内会・ 自治会に入っ

てよかった」と いう 、メリット を実感し ていただきたいと いう 思いから 、「 町内会・ 自治会応援事業Eまっちカード 」事業を令和5

年3 月より 始めています。

　 本事業は、町内会・ 自治会加入世帯に「 Eまっちカード 」を配布し 、事業者の皆さ まには協力店とし てご登録いただき、町内

会・ 自治会加入世帯が協力店を利用し た際にカード を提示すること で協力店独自の特典をご提供いただく も のです。

　 こ の事業を通じ て、地域コミ ュニティ と 地域経済の活性化につなげていきたいと 考えています。
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名古屋市東区区政協力委員協議会

◆加入世帯に1 枚発行し ています。

◆カ ード の有効期限は令和1 1 年5 月末です。

◆協力店の特典をう ける 場合は、町内会・ 自治会名、世帯代表者氏名、世帯人数を 必ず記入し 、あら かじ めカ ード

を 提示し てく ださ い。

◆利用は東区区政協力委員協議会加入の町内会・ 自治会会員及び同居し ている 世帯員に限り ます。

◆他の世帯の方に貸与、譲渡、転売するこ と はできません。違反し た場合は、Eまっ ちカ ード の返却を 求める 場合が

あり ます。

◆他のカ ード やク ーポン のサービ スと 、原則併用できません。

◆協力店での利用方法は各施設・ 店舗など によっ て異なり ます。また、協力企業・ 店舗など の特典は予告なく 変更・

廃止になる 場合があり ますので 、利用する 際は事前にご 確認し てから ご 利用く ださ い。

◆協力店と「 Eまっ ち カ ード 」利用者と の間で 発生し たト ラ ブ ルな ど について は、東区区政協力委員協議会で は

一切の責任を 負いかねます。あら かじ めご 了承く ださ い。

◆カード を破損・ 紛失し た時は、加入先の町内会・ 自治会長に連絡をし て、新し いEまっちカード の交付を受けてく ださ い。

　 また、「 協力店リスト 」に掲載のEまっちカード 交付依頼書により 交付をう けること もできます。

◆町内会・ 自治会を 退会し たと き は、町内会・ 自治会長に必ず返却し てく ださ い。
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利用にあたっての注意事項

利用の流れ カ ード に記入

あらかじ め町内会・ 自治会名、

世帯代表者氏名、世帯人数を記入。

0 1 カ ード 提示

お店でカード を事前に提示。 協力店独自の特典がう けられます。

0 2 特典をう ける0 3

Eまっちカード  ご利用ガイド

協力店リスト に掲載し ている特典内容が変更さ れている場合や、新たに店舗が登録さ れているこ

と があります。最新情報はウェ ブサイト をご確認く ださ い。新たに店舗を追加し ウェ ブサイト を更

新し た場合は、東区公式Xでお知らせします。

「 東区公式ウェブサイト 」 「 X」 ＠Hig a sh ikuN ag o ya

最新情報
などは

こちらから！


